
お 知 ら せ 
 

送信日：令和 ７年 １２月２６日 

送付枚数： ６枚(本状含む) 

 

送付先：  三重県石油商業組合/協同組合  差出人： 大西 宏明 

     各組合員 様  三重県津市羽所町７００ アスト津 ７階 

       三重県石油商業組合 / 三重県石油業協同組合 

  ＴＥＬ：059-225-5981 / FAX：０５９-226-5543 

TEL：  Ｅ－mail ：onishi@mie-sekiyu.or.jp 

FAX：    

        

 ｈｔｔｐ：//www.mie-sekiyu.or.jp  

 

 

□至急！  ■ご確認ください  □折り返しご連絡ください 

 

軽油税の特別徴収義務者に対する交付金の取り扱い 

及び税制改正大綱について 

いつも組合事業にご支援、ご協力を賜りありがとうございます。 

１２月２６日付で、「軽油引取税の当分の間税率の廃止に伴う特別徴収義務者に対する 

交付金の取扱いについて」の文書を入手しましたので、参考に送付します。 

また、「2026（令和８年）年度与党税制改正大綱」が決定しましたので、石油販売業界の 

関連事項について、併せて送付します。 

 

 

 


































